
仙台市小規模保育事業Ａ型・Ｂ型事業実施要綱 

（平成２７年３月３１日子供未来局長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業（仙台市放課後児童健全育成事業、家

庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年１０月８日仙台市条例第４４号。以下「設備条例」という。）第１５条

に規定する小規模保育事業Ａ型及び小規模保育事業Ｂ型（以下「小規模保育事業」と

いう。）に限る。）の事業の実施について、法、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第

７４号。以下「法施行令」という。）、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１

１号。以下「法施行規則」という。）、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「支援法」という。）、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１

３号。以下「支援法施行令」という。）、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年

内閣府令第４４号。以下「支援法施行規則」という。）、設備条例、仙台市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年６月

２６日仙台市条例第３１号。以下「運営条例」という。）及び仙台市家庭的保育事業

等の設備及び運営の基準等に関する規則（平成２７年３月３１日仙台市規則６５号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法、法施行令、法施行規則、支援法、支援法

施行令、支援法施行規則、設備条例、運営条例及び規則（以下「法等」という。）にお

いて使用する用語の例による。 

（認可協議） 

第３条 法第３４条の１５第２項に規定する認可の申請（以下「認可申請」という。）

を行おうとする者（以下「協議者」という。）は、認可申請を行う前に、市長が定め

る方法により、小規模保育事業設置事前協議書（様式１-１）に必要書類を添えて市

長へ提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する協議書が提出された場合には、必要に応じて事情聴取及び

実地調査等を行い、法等に規定する要件等の適合状況について調査するものとする。 

３ 市長は、前項の調査結果をもとに、認可の見込みについて協議者に対し小規模保育

事業設置事前協議結果通知書（様式１-２）により通知するものとする。 

（認可申請） 

第４条 規則第１６条第１項に規定する家庭的保育事業等認可申請書は様式２-１とする。 

２ 認可申請及び次項に規定する通知は、市長が定める期日により行うものとする。 

３ 市長は、認可申請があった場合には審査を行い、認可する場合には認可通知書（様



式２-２）を、認可しない場合には認可申請却下通知書（様式２-３）を認可の申請を

した者へ通知するものとする。 

（社会福祉法人又は学校法人以外の者が小規模保育事業の認可を受けようとする場合

の要件） 

第５条 法第３４条の１５第３項第１号に規定する経済的基礎は次の各号に規定する

要件とする。 

(1) 小規模保育事業を経営する者（以下「設置者」という。）が小規模保育事業の経営

に必要な１会計年度の経費の１２分の１以上に相当する資産を、安全かつ容易に換

金できる普通預金、当座預金等により有していること。 

(2) 設置者の財務内容が適正であり、小規模保育事業を経営することに支障をきたす

恐れがないこと 

(3)設置者が他の事業を行っている場合には、小規模保育事業以外の事業を含む設置

者の全体の決算において、規則第１６条第１項の規定による認可の申請をする日

（以下「申請日」という。）の属する年度の直近の３会計年度において連続し損失

を計上していないこと。 

(4) 小規模保育事業を賃貸借物件で行おうとする場合には、賃借料が地域の水準に照

らして適正な額以下であること。また、地上権又は賃借権を設定しこれを登記する

か、もしくは賃貸借契約が安定的な事業運営が可能であると市長が認める内容とな

っていること。 

２ 法第３４条の１５第３項第２号に規定する社会的信望は次の各号に規定する要件

とする。 

(1) 暴力団と関係を有していないこと 

(2) 保育事業において改善勧告を受けたことがある場合は、改善が行われたと認めら

れており、かつ改善勧告を受けた日の属する年度から５年間に達する日の属する年

度を経過していること。 

(3) 設置者が個人の場合にあっては、本市の個人の市民税（地方税法第３１９条第１

項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る）、固定資産税、軽

自動車税及び都市計画税を滞納していないこと。設置者が個人以外の場合にあって

は、個人の市民税（当該法人が仙台市市税条例（昭和４０年仙台市条例１号）第２

２条各項の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に限る。）、法人の

市民税、固定資産税、軽自動者税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に係

る市長に対する申告（当該申告の義務を有する者に限る。）を行い、かつ、本市の

市税を滞納していないこと。なお、市税の納付状況は、市長が設置者の同意に基づ

いて調査することによって確認するものとする。ただし設置者が、市税の滞納がな

いことの証明書（申請日前３０日以内に交付を受けたものに限る。）を提出した場

合にはこの限りではない。 



(4) 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

３ 法第３４条の１５第３項第３号に規定する要件は次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 実務を担当する幹部職員が、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こど

も園、幼稚園、家庭的保育事業等及び認可外保育施設指導監督基準を満たした証明

書の発行を受けている保育施設において２年以上勤務した経験を有すること 

(2) 実務を担当する幹部職員が、前項の要件と同等以上の能力を有すると認められる

こと 

(3) 経営者に社会福祉事業について知識及び経験を有する者が含まれること 

（認可事項の変更） 

第６条 設置者は、次に掲げる事項を変更しようとする場合は、次に掲げる事項の区分

に応じ、変更予定日（第３号については工事着手予定日）の原則として３か月前まで

に、認可事項変更協議書（様式３-１）を市長に提出するものとする。 

(1) 名称又は種類（小規模保育事業Ａ型又はＢ型への変更に限る） 

(2) 設置者が法人である場合にその法人格を有することを証する書類 

(3) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 

(4) 設備条例が引用する家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年

４月厚生労働省令第６１号。以下「設備省令」という。）第１８条に規定する重要

事項（同条第３号に掲げるものを除く） 

(5) 設置者が法人である場合にはその代表者 

(6) 施設長 

(7) 前６号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項各号に規定する協議書が提出された場合は、速やかにその内容を審査

し、協議結果を小規模保育事業認可事項変更協議結果通知書（様式３-２）により設

置者に対し通知するものとする。 

３ 設置者は、前項の規定による協議の結果、認可事項の変更をする場合は、規則第１

６条第２項に規定する家庭的保育事業等認可事項変更届出書（様式３-３）により市

長へ届け出るものとする。 

（小規模保育事業を行う場所の変更手続き） 

第７条 設置者は、小規模保育事業を行う場所（以下「認可事業所」という。）を変更

しようとする場合、当該変更計画が入所児童の保護者に承認され、入所児童が引き続

き通所可能で、保育水準が引き続き確保若しくは上回ることができる計画等であると

市長が認める場合は、認可事業所を変更することができる。 

２ 前項の変更をしようとする設置者は、変更予定日の６か月前までに、第３条第１項

の規定による協議書（市長が指定する内容に限る）を提出しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する協議書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、



協議結果を小規模保育事業事業所変更協議結果通知書（様式４）により設置者に対し

通知するものとする。 

４ 前項に規定する認可事業所変更の承認に基づき認可事業所を変更する場合は、規則

第１６条第２項に規定する家庭的保育事業等認可事項変更届出書（様式３-３）によ

り市長へ届け出るものとする。 

（廃止又は休止） 

第８条 設置者は、小規模保育事業を廃止又は休止しようとする場合は、原則として廃

止又は休止しようとする日の８か月以上前までに小規模保育事業廃止・休止事前協議

書（様式５-１）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する事前協議書が提出された場合は、必要に応じて事情聴取及

び実地調査等を行い、法施行規則第３６条の３７第１項に規定するものについて審査

し、事前協議の結果を設置者に通知するものとする。 

３ 設置者は、前項に規定する協議の結果、小規模保育事業を廃止又は休止しようとす

る場合は、廃止又は休止しようとする日の１か月以上前までに家庭的保育事業等廃

止・休止申請書（様式５-２）を市長に提出するものとする。 

４ 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、施設の廃止又は休止について、

必要に応じて事情聴取及び実地調査等の協議及び審査を行い、その結果について小規

模保育事業廃止・休止審査結果通知書（様式５-３）により設置者に対し通知するも

のとする。 

５ 設置者は、休止した小規模保育事業の運営を再開しようとする場合（次項による場

合を除く）は、再開しようとする日の３か月以上前まで（休止期間が３か月未満の場

合は、前項に規定する通知書の定める期限まで）に、小規模保育事業再開承認申請書

（様式５-４）を市長に提出しなければならない。 

６ 設置者は、再開にあたって認可事項に変更が生じる場合は、市長が指定する手続き

を行わなければならない。 

７ 小規模保育事業を廃止する場合の財産処分については別に定める。 

（命令・認可の取消し） 

第９条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、設置者に

対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じることができる。 

(1) 保育の実施につき重大な過失があったとき 

(2) 施設設備等が設備条例及び規則に定める基準に適合しなくなったとき 

(3) 虚偽の請求その他の不正の事実が判明したとき 

(4) 第２６条第７項に規定する改善勧告がなされたにも関わらず、その事項の改善が

なされないとき 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法等若しくは法等に基づいて発する命令又はこれら

に基づいてなす処分に違反したと認められるとき 



２ 市長は、設置者が前項に規定する命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止

を命じることができる。その際、設置者がその命令に従わず他の方法により運営の適

性を期し難いと認める場合には、当該設置者にかかる小規模保育事業の認可を取り消

すことができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、設置者の違反が乳幼児の生命身体に著しい影響を与える

など、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合には、市

長は、事業の停止や認可の取り消しを速やかに行うものとする。 

（連携施設） 

第１０条 設置者は、設備条例が引用する設備省令第６条各号に掲げる連携施設の設定、

変更または解除を行う場合には、効力の発生を予定している日から１か月前までに、

必要書類を市長へ提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する協議書が提出された場合には、必要に応じて事情聴取及び

実地調査等を行い、連携の設定、変更または解除の内容について審査し、その結果に

ついて書面により設置者へ通知するものとする。 

３ 設置者は、前項の審査の結果、連携施設の設定を行おうとする場合には、市長が指

定する日までに、市長へ書面により届け出るものとする。 

（土曜日等の共同保育） 

第１０条の２ 設置者は、利用者が少ない土曜日及びお盆期間（8 月 13 日から 8 月 16

日まで）（以下「土曜日等」という。）に、他の保育施設等において共同保育を実施し

ようとする場合には、実施を予定している日から１か月前までに、土曜日等の共同保

育実施事前協議書（様式６-１）に必要書類を添えて市長へ提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する協議書が提出された場合には、必要に応じて事情聴取及び

実地調査等を行い、共同保育の内容について審査し、土曜日等の共同保育実施事前協

議結果通知書（様式６-２）により、設置者へ通知するものとする。 

３ 設置者は、前項の審査の結果、土曜日等の共同保育を行おうとする場合には、市長

が指定する日までに、土曜日等の共同保育実施届出書（様式６-３）を市長へ提出す

るものとする。 

４ 設置者は、土曜日等の共同保育を廃止しようとする場合は、原則として廃止しよう

とする日の３か月以上前までに土曜日等の共同保育の廃止協議書（様式６-４）を市

長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項に規定する協議書が提出された場合は、必要に応じて事情聴取及び実

地調査等を行い、共同保育の廃止について審査し、土曜日等の共同保育の廃止協議結

果通知書（様式６-５）により、設置者に通知するものとする。 

（１９人を超える受け入れ） 

第１０条の３ 設置者は、１９人を超える児童を受け入れようとする場合には、受け入

れを予定している日から１か月前までに、１９人を超える児童の受け入れに関する事



前協議書（様式７-１）に必要書類を添えて市長へ提出するものとする。 

２ 市長は前項に規定する協議書が提出された場合には、必要に応じて事情聴取及び実

地調査等を行い、１９人を超える児童の受け入れについて審査し、１９人を超える児

童の受け入れに関する事前協議結果通知書（様式７-２）により、設置者へ通知する

ものとする。 

３ 設置者は、前項の審査の結果、１９人を超える児童を受け入れようとする場合には、

市長が指定する日までに、１９人を超える児童の受け入れに関する実施届出書（様式

７-３）を市長へ提出するものとする。 

（保護者からの意見聴取） 

第１１条 設置者は、保護者との連携・協力及び保育内容の向上を図るため、保護者か

らの意見聴取を行うものとする。 

（保育内容） 

第１２条 小規模保育事業における保育は、設備条例が引用する設備省令第２５条の規

定を基本とし、特に以下に掲げる要件を満たさなければならない。 

(1) 施設長は、理想とする子ども像を明確にし、保育指針に定める全体的な計画を編

成するとともに、指導計画を作成すること 

(2) 保育従事者は、児童一人一人を温かく受け入れ、心身の発育や発達の状況、生活

リズム等に配慮し、保育日課に沿った保育を行うこと 

(3) 保育従事者は、児童の登所・降所時において、一人一人の健康状態（顔色、体温、

皮膚の異状の有無、外傷等）の観察を行うこと 

(4) 保育従事者は、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）や怪我等の予防に努めること 

(5) 保育従事者は、非常災害時における安全の確保に努めること 

(6) 保育従事者は、保護者と密接な連絡をとり、保育方針等について保護者の理解と

協力を得るよう努めること 

（給食） 

第１３条 小規模保育事業における給食は、設備条例第９条及び第１０条の規定に加え、

以下に掲げる点を満たさなければならない。 

(1) 調理業務を委託する場合には、「保育所における調理業務の委託について」（平成

１０年２月１８日児発第８６号厚生省雇用均等・児童家庭局長通知）の内容に留意

すること 

(2) 調理室または調理設備、調理、配膳、食器、食材の取扱い等について、適切な衛

生管理を行うとともに、特に調理従事者の健康管理に注意すること 

(3) 給食は、調理後速やかに提供しなければならないこと。ただし、児童が給食時に

睡眠している等、やむを得ない事情により速やかに提供できない場合には、適切な

温度管理を行い、２時間以内に喫食させること 

(4) 献立表は事前に保護者に配付しなければならないこと 



（運営規程のその他の重要事項） 

第１４条 設置者は、運営条例が引用する特定教育・保育施設及び地域型保育事業の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「運営省令」という。）第４６

条第１１号に規定する運営規程におけるその他の重要事項は次の各号に掲げるもの

をいう。 

(1) 就業規則 

(2) 事務決裁規程 

(3) 経理規程 

(4) 前各号にかかげるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（掲示） 

第１５条 設置者は、運営条例が引用する運営省令第５０条が準用する第２３条の掲示

物を別紙１により定め掲示するものとする。 

（内容及び手続の説明） 

第１６条 設置者は、運営条例が引用する運営省令第５０条が準用する第３８条に規定

する文書は別紙２により行うものとする。 

（記録の整備） 

第１７条 運営条例が引用する運営省令第４９条第１項に規定する職員、設備及び会計

に関する諸記録は次に掲げるものをいう。 

(1) 職員に関すること 

ア 職員名簿（別紙３） 

イ 職員全員の履歴書、雇用契約書又は雇用通知書 

ウ 保育士の資格証明書の写し 

エ 保健師、助産師又は看護師、栄養士の各免許証の写し 

オ 給食の調理業務を第三者に委託して提供する場合又は搬入施設からの搬入に

より提供する場合には、委託契約書もしくは協定書等 

(2) 設備に関すること 

ア 認可施設の位置図（代替屋外遊戯場を設定している場合には当該代替屋外遊戯

場の位置及び経路がわかるもの） 

イ 認可施設の平面図（延床面積・内法面積・保育に使用できない部分の面積・保

育有効面積を記載したもの） 

ウ 主な備品類 

エ 認可事業所が設置者所有の場合には土地・建物の登記事項証明書、賃貸借の場

合には賃貸借契約書 

(3) 会計に関すること 

ア 事業開始から当該年度までの予算書 

イ 事業開始から前年度までの決算にかかる収支計算書又は損益計算書及び貸借



対照表 

ウ 借入金明細書（別紙４-１） 

エ 基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）明細書（別紙４-２） 

２ 同条第２項第１号に規定する保育の提供にあたっての計画とは次の各号に掲げる

ものをいう。 

ア 全体的な計画 

イ 指導計画（年間・月） 

ウ 保育日課 

エ 献立表 

オ 年間行事計画 

カ 避難訓練実施計画 

キ 緊急時の連絡表 

ク 安全管理マニュアル 

ケ 衛生管理マニュアル 

コ 園外保育マニュアル 

サ 虐待防止マニュアル 

３ 同項第２号に規定する提供した保育に係る必要な事項の提供の記録とは次の各号

に掲げるものをいう。 

ア 入所児童一覧（別紙５） 

イ 保育日誌 

ウ 保育経過記録 

エ 施設・保護者間の連絡の記録 

オ 健康管理カード 

カ 給食日誌 

キ 出席簿 

ク 送迎表 

ケ 勤務割振表 

コ 避難訓練実施記録 

４ 同項第３号に規定する市長への通知に係る記録は支給認定保護者に関する通知書

（別紙６）により行うものとする。 

５ 同項第４号に規定する苦情の内容等の記録は苦情受付簿（別紙７）により行うもの

とする。 

６ 同項第５号に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は

事故記録簿（別紙８）により行うものとする。 

（業務管理体制） 

第１８条 支援法施行規則第４５条及び第４６条の規定により、業務管理体制の整備に



関する事項の届出を行うものとする。 

（苦情解決） 

第１９条 運営条例が引用する運営省令第５０条が準用する第３０条第１項に規定す

る苦情を受けつける窓口は施設長とする。 

２ 同条第２項に規定する苦情の内容等の記録は苦情受付書（別紙９）により行うもの

とする。 

（選考） 

第２０条 運営条例が引用する運営省令第３９条第２項に規定する選考は市が行う選

考によるものとする。 

（委託） 

第２１条 設置者は、小規模保育事業を他社に委託してはならない。ただし、次に掲げ

る業務についてはこの限りではない。この場合、委託業務の内容や責任の所在等を明

確にした契約書を締結しなくてはならない。 

(1) 調理業務 

(2) 経理業務 

(3) 労務管理業務 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第２２条 運営条例が引用する運営省令第５０条が準用する第３２条第１項第１号に

規定する指針は、本市が作成する「保育所における安全管理マニュアル」とし、小規

模保育事業の特性に応じて適宜読み替えて運用するものとする。 

２ 設置者は、次の各号に掲げる事故の発生に際しては、運営条例が引用する運営省令

第５０条が準用する第３２条第２項による市への連絡及び同条第３項に規定する記

録を直ちに行うものとする。 

(1) 死亡事故 

(2) 治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故（意識不明の事故

（※）を含む。） 

(3) 食中毒 

(4) その他重大な事案 

３ 設置者は、同条第４項に規定する損害賠償等へ対応するため、自らを被保険者とし

て小規模保育事業に関する損害賠償責任保険（生産物賠償責任保険を含む）及び利用

乳幼児を被保険者とする傷害保険に加入するものとする。 

（会計） 

第２３条 小規模保育事業の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２ 設置者は、小規模保育事業を実施する認可事業所ごとに経理区分を設け、設置者の

種別に応じた会計基準により会計処理を行うものとする。 

３ 地域型保育給付費及び保育料等（以下「給付費等」という。）は、前項の経理区分



における認可事業所の小規模保育事業の実施目的のために使用するものとする。 

４ 設置者は小規模保育事業を実施する事業所ごとに、当該年度開始日までに予算書を

作成するものとする。 

５ 前項の予算書は、設置者の種別に応じて使用する様式もしくは参考様式によるもの

とする。 

６ 設置者は、作成した予算を経理規程等に基づいて適正に執行するとともに、その収

支を明らかにした書類、帳簿等を整備しなければならない。 

７ 第３項の規定に関わらず、給付費等の使途の制限並びに剰余金の取扱いは別に定め

る。 

（報告） 

第２４条 設置者及び認可事業所の実務を担当する幹部職員は、市長が法等に定める基

準等を維持するために必要な報告を求めた場合には、これに応じなければならない。 

２ 設置者は毎会計年度終了後３か月以内に、経営する認可事業所ごとに、次の各号に

掲げる書類に、小規模保育事業を経営する事業に係る現況報告書を添付して、市長へ

提出するものとする。 

(1) 前会計年度末における貸借対照表 

(2) 前会計年度の収支決算書又は損益計算書、借入金明細書（別紙４-１）、基本財産

及びその他の固定資産（有形固定資産）明細書（別紙４-２） 

（職員の配置基準に適合しない場合の報告） 

第２５条 設置者は、当該施設の職員に異動があり、その結果設備条例第１７条もしく

は第１９条に規定する職員の配置基準に適合していない、又は適合しないことが想定

される場合は、速やかに市へ報告すること。 

（指導監査） 

第２６条 市長は、認可事業所に対し、保育事業の適正かつ円滑な実施を確保するため、

年１回の定期監査及び必要に応じて臨時監査を実施する。 

２ 設置者は、前項の指導監査を正当な理由がなく拒むことができないものとする。 

３ 第１項の指導監査は、入所児童等の処遇状況、職員の処遇状況、会計経理の状況等

について、帳簿書類の内容その他必要な事項を調査することにより実施する。 

４ 市長は、第１項の指導監査の結果、改善を求める必要があると認める場合、改善指

導を行うものとする。 

５ 設置者は、改善指導を受けた場合にはその改善に向け速やかに対応するものとする。 

６ 市長は、改善指導に係る改善状況を確認するものとする。 

７ 市長は、改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通し

がない場合には改善勧告を行うことができる。ただし、次に掲げる場合は、改善指導

を経ることなく改善勧告を行うことができる。 

(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合 



(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合 

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合 

８ 前項の改善勧告は、設置者に対し改善を必要とする事項を文書により通知し、当該

事項に対する改善状況について期限を付して報告を求めることにより行うものとす

る。 

９ 設置者は、第７項の改善勧告を受けた場合にはその改善に向け速やかに対応するも

のとする。 

10 市長は、第８項の報告を受けた場合には、改善勧告に係る改善状況を確認しなけれ

ばならない。同項の期限を経過して報告がない場合についても、同様とする。 

（公表） 

第２７条 市長は、設置者において第２２条第２項各号に掲げるいずれかの事故が発生

した場合には、当該認可事業所の入所児童の保護者に対し当該状況について周知する

ものとし、必要に応じて公表するものとする。 

（その他） 

第２８条 この要綱に定めるもののほか、小規模保育事業の実施に関し必要な事項は別

に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

２ この要綱の実施前に、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成２６年１２月１９

日政令第４０４号）第３条に規定する準備行為として実施した事務は、この要綱の規

定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２８年８月２２日改正） 

この改正は、平成２８年８月２２日から実施する。 

附 則（平成３０年７月１日改正） 

この改正は、平成３０年７月１日から実施する。 

附 則（令和元年７月１日改正） 

この改正は、令和元年７月１日から実施する。 

附 則（令和２年７月１日改正） 

この改正は、令和２年７月１日から実施する。 

附 則（令和４年１１月１５日改正） 

 この改正は、令和４年１１月１５日から実施する。 

附 則（令和５年３月１日改正） 

この改正は、令和５年３月１日から実施し，令和５年４月１日から適用する。 



附 則（令和６年３月８日改正） 

この改正は、令和６年３月８日から実施し，令和６年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年３月２４日改正） 

この改正は、令和７年３月２４日から実施し，令和７年４月１日から適用する。 

 


